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平成３０年　３月２９日

報道関係者　各位

理由
島原市入札参加資
格者指名停止の措
置基準第２条第２
項［別表第２第４
項（独占禁止法違
反行為）］該当

(株)大林組　九州支店

福岡市博多区下川端町９－１２

鹿島建設(株)、大成建設㈱、㈱大林組、清水建設㈱の４社
が、リニア中央新幹線建設工事の受注に関して、独占禁止
法第３条（不当な取引制限）に違反したとして、平成３０
年３月２３日、公正取引委員会から刑事告発されたため

不正行為を起こした有資格業者の指名停止について

このことについて、下記のとおり指名停止を行いましたので、お知らせします。

記

鹿島建設(株)九州支店

指名停止の期間
　平成３０年　３月２９日から

福岡市中央区渡辺通３－６－１１

　平成３０年　７月２８日まで　４か月間

指名停止の業者名

大成建設(株)九州支店

福岡市中央区大手門１－１－７

福岡市博多区博多駅前３－１２－１０

清水建設(株)九州支店

有明海にひらく湧水あふれる 火山と歴史の田園

担当： 島原市 契約管財課

契約検査班 酒井
電話：0957-63-1111（内線263）

E-mail：keiyaku@city.shimabara.lg.jp

島原守護神 しまばらん


